
【住民の皆様へ】
立入可能時刻及び立入方法の運用変更について

令和６年９月１2日

原子力災害現地対策本部

下記の期間のマイカーによる立入りについて、立入可能時刻
の前倒しを行います。
従来の申込・立入方法と異なる箇所がございますので、ご注

意ください。

〇実施期間・立入可能時刻

９月１９日（木）～１０月２９日（火）のマイカー立入実施日

９：００～１６：００⇒６：００～１６：００

〇申込締切日（６：００～９：００に入域をされる場合）

①コールセンターへのお電話：
立入希望日の前日の申込受付時間内

⇒立入希望日の事前受付を行う日の前日の申込受付時間内

（例１）10/8（火）に立入りを希望する場合、
10/7（月）16：00までにスクリーニング場での事前受付が必要であるため、
10/6（日）17：00までにコールセンターへの電話が必要。

（例２）10/11（金）に立入りを希望する場合、
10/8（火）16：00までにスクリーニング場での事前受付が必要であるため、
10/7（月）20：00までにコールセンターへの電話が必要。

※一時立入受付コールセンター
電話番号：０１２０－２２０－７８８（フリーダイヤル）
申込受付時間：平日8：00～20：00、土日祝8：00～17：00

②WEB予約受付：
立入希望日の２日前まで

⇒立入希望日の事前受付を行う日の前日まで
※①（例１）の場合：10/6（日）24：00までの入力が必要

（例２）の場合：10/7（月）24：00までの入力が必要



〇事前受付

（１）原則、立入希望日の前日に各スクリーニング場にて事前受付を行います。立
入希望日の前日が立入休止日に該当する場合、事前受付ができませんので立入休止
日の前日に事前受付を行ってください。

なお、ご都合により立入希望日の前日に事前受付ができない場合、下記のとおり、
立入希望日の前までにスクリーニング場へご来場いただければ事前受付が可能です。
①内閣府が委託する事業者がバリケードの鍵を開閉する場合：立入希望日の1か月前
②住民ご自身がバリケードの鍵を開閉する場合：立入希望日の３週間前

※個人線量計及び無線機のバッテリー容量が３週間であるため

（２）事前受付では、従来通り立入者名簿・ご本人であることを確認できる書類、
世帯主からの委任状等の確認を行い、通行証をお渡しします。

（３）個人線量計及び無線機のお渡し方法については、
（１）①の場合：開閉する際（立入希望日）に当該事業者が立入者にお渡しします。
（１）②の場合：事前受付の際に立入者にお渡しします。
※個人線量計及び無線機を事前受付の際にお渡しする場合、帰還困難区域に入域を
される際にご自身で電源のスイッチを入れるようお願いいたします。

〇注意事項

・９：００以降に立入りをする場合は従来通りの申込・立入方法となります。

・６：００～９：００に立入りをされる場合、当日受付は受け付けることができま
せんので予めご了承ください。

・立入希望日当日に立入りをキャンセルされる場合は０８０ー８０１４ー０７１８
（大野スクリーニング場スタッフ担当者番号）にお電話をお願いいたします。
６：００～９：００に入域をされ、トラブル等発生した場合も、当該番号にお電

話いただくか、事前にお渡しをした無線機を使用してご連絡ください。

・スクリーニング場開場時間は従来通り９：００となります。そのため９：００前
に帰還困難区域から退域された場合、９：００前にスクリーニングを実施すること
ができませんので、近隣施設等で待機いただきますようお願いいたします。

・令和７年度における実施はルールの遵守状況等を踏まえ実施の可否を決定します。

＜チラシに関するお問い合わせ＞
一時立入受付コールセンター
電話番号：０１２０－２２０－７８８（フリーダイヤル）
申込受付時間：平日8：00～20：00、土日祝8：00～17：00


